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 7月 22日、東京を除く全国で、地域経済に波及効果を期待して観光地全体の消費を促す国の

支援策「Ｇｏｔｏトラベルキャンペーン」がスタートしました。去る 5月 28 日の厚生労働副大

臣への要望書提出の折にもガイドが対象となることを要望しましたが、当時はまだこの支援策

の具体的内容が定かでなかったこともあり、その後、ガイドの参画を余地について検討を重ね

てきました。 

本来なら 8月からの実施であったものが、7月 22日から実施と前倒しになり、この支援策の

内容が浸透していない現状を踏まえ、このキャンペーンについて現時点での情報を収集し、協

会会員の皆様にお知らせいたします。 

 なお、本キャンペーンは観光庁が所管となり、旅行業者、観光事業者、地域観光 DMO などを

対象とした支援事業であり、ガイドは単体では支援対象外となっています。しかし、旅行業者、

観光事業者、地域観光 DMO などと協働することでその支援の対象枠組みに入ることが可能と考

えられます。 

観光庁が示した「サービス産業消費喚起事業（Go To トラベル事業） 旅行会社・OTA等旅行

事業者・宿泊事業者向け 取扱要領 」 

となります。赤文字で記載した説明部分は、コロナ対策 PT行政対応班で検討した点です。 

 

以下は、「サービス産業消費喚起事業（Go To トラベル事業） 旅行会社・OTA 等旅行事業者・

宿泊事業者向け 取扱要領 」の文中に示した参照箇所の説明です。 

 

JMGA【説明１】 

基本的に旅行業者、宿泊業者、タクシー、バスなど運送業者など許認可事業者が本事業の対象

者。また、DMOなど地域の観光協会、NPO、観光施設など割引クーポンの対象となる。 

よってガイドは、このキャンペーンから対象事業者として除外されている。 

 

 

JMGA【説明２】 

ガイドが行うアクティビティも乗車券、宿泊などとセットになったものが対象となる。しかし、
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これらは、旅行業者の範疇にあたるため、ガイドが取り組む方法としては、次のことが考えら

れる。 

１） 旅行会社に企画を提案し、その中にガイド事業を入れ込む。 

２） 宿泊施設とタイアップして（企画を作り）ガイド商品とする。 

３） DMO、観光協会、地域事業体、観光施設とタイアップして、ガイド商品とする。 

 

 

JMGA【説明３】 

ガイド事業そのものが、このキャンペーンの対象から外れている。しかし、対象事業者とタイ

アップすることで参加することは可能であると考えられる。 

 

具体例 １  宿泊、交通機関を伴う企画を旅行会社に提案し販売してもらう。 

  ・立山に登りたいという顧客が 5人いる場合。 

    立山駅から黒部アルペンルートの乗車券の手配、室堂の宿泊の手配を一括で依頼する。 

    ガイド代は、直接受け取るか、旅行会社経由で受け取るかする。 

    この場合、営業は自分で行う。 

 

具体例 ２  Go Toキャンペーンに参加した宿泊施設とタイアップして、販売してもらう。 

  ・上高地の紅葉を見に行きたいという顧客が 8人いる場合。 

    上高地に集合し、宿入り。キャンペーンの割引を適用してもらう。 

 

具体例 ３ 地域のＤＭＯ、観光協会が主体で日帰りガイドツアーを行う。 

 ・観光協会に企画を売り込み、自身で営業し顧客を集める。 

    通常 1 万 3000 円の日帰りスノーシューツアーが、顧客に 7000 円割引、地域クーポン

3000円で提供でき、ガイドフィーは変わらず確保される。 

 

 

Go To トラベルキャンペーンの参考となるサイトを紹介します。 

（１）Go To トラベル事業の対象商品を販売しようと計画されている旅行会社・オンライン予

約サイトの方 

  

  登録フォーム（旅行事業者用） 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWDjO8uq-Ve3MZfjIU3pNi0kBvaLQ54CGWvVdWKCP8

CK5MPg/viewform 

   

（２）旅行会社・オンライン予約サイトを介さずに直接予約を受け付けて Go To トラベル事業

の対象商品を販売しようと計画されている宿泊施設の方 

  登録フォーム（宿泊事業者用（直販を希望する場合））   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWDjO8uq-Ve3MZfjIU3pNi0kBvaLQ54CGWvVdWKCP8CK5MPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWDjO8uq-Ve3MZfjIU3pNi0kBvaLQ54CGWvVdWKCP8CK5MPg/viewform


  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf19Mf7ruL1NjJDIvr0G81Pr70s6IHSJpSqvxhPLU4K

C4qrjA/viewform 

  

  登録フォーム（第三者機関用）  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIPakO44VbJCSdqg4y8DQn95KAVEM1rdWEotrizbk2

uBhvrA/viewform 

     

（３）旅行会社やオンライン予約サイトを介して Go To トラベル事業の対象商品に自らの宿泊

施設を含めたいと計画されている宿泊施設の方 

 （（２）の登録を行った方は、（３）の登録は不要です） 

  

  登録フォーム（宿泊事業者用（直販を希望しない場合））  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe90ps88To1f8c4aBUEoU_zfaNzbBE1dbv-xKYmV9vB

AR3fzw/viewform 

 

Ｇｏ ｔｏ トラベル キャンペーン関連情報 

https://www.jata-net.or.jp/gttravel/ 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf19Mf7ruL1NjJDIvr0G81Pr70s6IHSJpSqvxhPLU4KC4qrjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf19Mf7ruL1NjJDIvr0G81Pr70s6IHSJpSqvxhPLU4KC4qrjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIPakO44VbJCSdqg4y8DQn95KAVEM1rdWEotrizbk2uBhvrA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIPakO44VbJCSdqg4y8DQn95KAVEM1rdWEotrizbk2uBhvrA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe90ps88To1f8c4aBUEoU_zfaNzbBE1dbv-xKYmV9vBAR3fzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe90ps88To1f8c4aBUEoU_zfaNzbBE1dbv-xKYmV9vBAR3fzw/viewform
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サービス産業消費喚起事業（Go To トラベル事業）

旅行会社・OTA 等旅行事業者・宿泊事業者向け

取扱要領 

１．サービス産業消費喚起事業（Go To トラベル事業）について 

（１） 概要

新型コロナウイルス感染症(ＣＯＶＩＤ－１９) の拡大の影響により、全国の旅行業、宿泊業

はもとより、貸切バス、ハイヤー・タクシーや飲食業、物品販売業など地域経済全体が深刻な状

況に追い込まれており、給付金による多種多様な旅行・宿泊商品の割引と、旅行先の土産物店、

飲食店、観光施設、交通機関などで幅広く利用できる地域共通クーポンの発行により、感染拡大

により失われた観光客の流れを取り戻し、観光地全体の消費を促すことで、地域経済に波及効果

をもたらすことを目的としています。 

（２） 事業期間

事業期間は、令和２年７月２２日（水）から令和３年３月１５日（月）とします。Go To ト

ラベル事業（以下「本事業」という。）の対象商品の販売期間については、当面、次のとおりと

します。 

【宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品】 

令和２年７月２２日宿泊から令和３年１月３１日宿泊(2 月１日チェックアウト)まで〔※当面〕 

【日帰り旅行商品】 

令和２年７月２２日から令和３年１月３１日まで〔※当面〕 

ただし、新型コロナウイルス感染症拡大の状況等を踏まえ、給付金の交付を一時的に停止す

ることがあります。 

修学旅行においては、特例として令和３年３月に催行する旅行も対象とするものとし、具体

的な旅行の日程と本事業による割引の可否については、事務局と個別に相談してください。 

（３） 給付金の交付対象となる商品

Go To トラベル事業（以下「本事業」という。）における給付金の給付対象となる商品は以下

の通りです。 

【宿泊商品】 

① 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第１項に規定する旅館業（下宿営業を除

く。）を営む施設、住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）第３条第１項の届出に係

る住宅又は国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）第１３条第１項の認定を受

別紙のJMGA【説明１】参照
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けた事業を営む施設（以下「宿泊施設」という。）で提供される宿泊サービスを含む商品

であること。但し、以下のものは対象外となります。 

 宿泊施設の利用開始時と利用終了時が同日（デイユース）であるもの。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を伴う商品。

【宿泊を伴う旅行商品】 

次のいずれの旅行も対象となります。 

① 募集型企画旅行

② 受注型企画旅行

③ 手配旅行（宿泊のみまたは、宿泊と運送サービス・現地素材等の組み合わせ）

また、宿泊に準ずるものとして、以下の商品も本事業の給付金の給付対象となります。 

・寝台列車

・クルーズ船

・夜行フェリー

※ただし、普通乗車券・特急券（指定席券等を含む）・回数券、普通航空券（往復航空券

や上位クラス利用料金を含む）等の、払戻手続き等を取ることで割引前の金額の返金を

受け、不正に給付金を受給することができるものは対象外とします。

【日帰り旅行商品】 

次の条件を満たす商品が対象となります。 

① 同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと。

② 旅行先で「運送サービスを提供する者」以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービ

ス等を含むこと。

※ ただし、上記２つの条件を満たすものであっても、社会通念上、当該商品が２地点間の

移動のみを主たる目的とする場合及び地域での消費喚起にほぼ裨益しないと評価される

場合を除きます。

対象となる日帰り旅行商品の例は以下のとおりです。 

・往復の乗車券と体験型アクティビティ（ゴルフ利用等を含む）がセットになった旅行商品

・往復の乗船券と旅行先でのランチがセットになった旅行商品

・高速バスの往復と果物狩り体験がセットになった旅行商品

・往復のバス乗車券とスキー場１日乗り放題リフト券がセットになった旅行商品

但し、以下のものは日帰り旅行商品として対象外となります。（代表的なものを例示） 

(ア) 運送サービスしか含まれていないもの
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・鉄道乗車券＋乗船券

・地域周遊きっぷのみ

・往復バスの乗車券のみ

(イ) 同日中に発地に戻ることが予定されていないもの

・目的地までの片道のバス乗車券と食事

(ウ) 地域での消費に寄与しない組み合わせ

・往復の乗車券と車中でのドリンク引換券

・往復の航空券と出発空港でのお弁当引換券

・往復のバス乗車券と現地の無料観光施設（公園等）入場

(エ) 上記のほか事務局が対象商品として適切でないと認めるもの

【宿泊代金・旅行代金に含められないもの】（代表的なものを例示） 

① 換金性の高いもの

・金券類（ＱＵＯカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や店舗が

独自に発行する商品券等）

・ＪＲや私鉄の普通乗車券・特急券（指定席券等を含む）・回数券、普通航空券（往復航

空券や上位クラス利用料金を含む）等

・収入印紙や切手

② 上記のほか、事務局が対象商品として適切でないと認めるもの

（４） 給付金の給付対象となる商品の販売者

給付金の給付対象となる商品を販売する事業者は次のいずれかの者とします。これらの者が、

事務局から本事業に参画する事業者（以下「参画事業者」という。）として指定を受けた場合に

限り、給付が可能です。 

① 旅行業者等（第１種旅行業、第２種旅行業、第３種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代

理業、観光圏内限定旅行業者代理業、住宅宿泊仲介業の登録等をしている者）

② 予約・宿泊の記録を独立した第三者機関に保管することができる仕組みを有し、当該記録

を宿泊の事実を裏付けるものとして事務局に提出することができる以下の宿泊施設を運営

する者。

旅館業法第２条第１項に規定する旅館業（下宿営業を除く。）を営む施設、住宅宿泊事業法

第３条第１項の届出に係る住宅又は国家戦略特別区域法第１３条第１項の認定を受けた事業

を営む施設。

※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第５項に規定する性風俗関連

特殊営業を除きます。

別紙のJMGA【説明２】参照
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（５） 給付金の給付対象となる商品の販売者が遵守すべき事項（参画要件）

事務局は、旅行業者等又は宿泊施設の申し出を受けて、当該旅行業者等又は宿泊施設が次の

いずれにも適合すると認めるときは、参画事業者として指定します。 

【感染拡大防止に当たっての措置】 

① チェックインに際しては、直接の対面を避けるなど、感染予防策を講じた上で旅行者全員に

検温と本人確認を実施することができる。

② 旅行者に検温等の体調チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、

週末も含め保健所の指示を仰ぎ、適切な対応をとることができる。

③ 浴場や飲食施設等の共用施設の利用について、人数制限や時間制限などを設け、三密対策を

徹底することができる。

④ ビュッフェ方式において、食事の個別提供、従業員による取り分け、もしくは個別のお客様

専用トングや箸等を用意し共用を避けるなど料理の提供方法を工夫し、また、座席の間隔を

離すなど、食事の際の三密対策を徹底する。

⑤ 客室、エレベーターなどの共用スペース等の消毒・換気を徹底すること。

⑥「参加条件」を徹底・実施している旨をホームページやフロントでの掲示等で対外的に公表

すること。

⑦ 旅行商品の予約、購入時や宿泊施設でのチェックインの際等に、旅行者が順守すべき事項

や、若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は、控え

ることが望ましい旨を、周知徹底する。

⑧ 登録を受けた事業者が上記①から⑦の条件を満たしていないことが発覚した場合、登録を取

消すこととする。

【執行管理】 

① 給付金の交付対象となる商品の販売者は、旅行者に受領確認を行う等、正確に地域共通クー

ポンを付与のうえ、適切に管理すること。

② 事業効果検証のため、事務局が求める実績及び販売計画等の報告を行うこと。

【その他】 

自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者であってはならない。 

(ア) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

(イ) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下同じ。）

(ウ) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用している者

(オ) 暴力団又は暴力団員に対して賃金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に

暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している者

(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

別紙のJMGA【説明３】参照
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(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

⑫ 前号のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は

個人であってはならない。

（６） 給付金給付額

・給付金給付額は次のとおりです。

① 給付金給付額は旅行代金総額の２分の１相当額とし、給付額の７割以下を旅行代金の割

引、給付額の３割程度を旅行先で使える地域共通クーポンとして給付します。

② （給付額の上限）宿泊を伴う旅行は一人一泊あたり 20,000 円（割引 14,000 円、地域共

通クーポン 6,000 円）、日帰り旅行は一人あたり 10,000 円（割引 7,000 円、地域共通

クーポン 3,000 円）を上限とします。

③ 事業期間中であれば給付金の対象となる商品の購入回数、泊数ともに上限はありません。

④ 旅行代金の割引として給付される給付額は旅行代金の 35%（旅行代金の２分の１相当額×

70%）に相当する額か上記②の上限額のどちらか低い方とします。実際に販売される際の

割引額は旅行代金の 35%以下かつ上記②の上限額以下であれば自由に設定できます。

⑤ 地域共通クーポンとして給付される給付額は旅行代金の 15%（旅行代金総額の２分の１

相当額×30%）に相当する額か上記②の上限額のどちらか低い方とします。地域共通クー

ポンとして給付される場合は、旅行代金の総額の 15％で算出した額の 100 円単位を四捨

五入し、1,000 円単位で配布を行います。

⑥ 地域共通クーポンについては 9 月 1 日以降準備が整い次第配布を開始します。（配布を開

始する日については後日改めて発表します。）

⑦ 地域共通クーポンは、原則として給付対象となる商品の販売者が旅行者に配布してくださ

い。

⑧ 販売者が地域共通クーポンを直接旅行者に配布できない場合、配布されるべき地域共通ク

ーポンの付与額又は枚数等（事務局の承認のもと、特例として旅行代金総額、旅行人数及

び宿泊数の伝達でも可能とする場合があります）を旅行者及び宿泊施設に対して正確に伝

達できる手段を整備することで、宿泊施設に依頼し了承を得たうえで、地域共通クーポン

の配布を行うことができます。伝達手段は、必ず記録が残る方法を用いてください。

⑨ 旅行業者等や自治体が発行する独自のポイント又はクーポンであって、上記の地域共通ク

ーポンと同様の機能を有するものであれば、地域共通クーポンに替えて旅行者に付与する

ことができます。

旅行代金 給付額 割引 地域共通クーポン 

宿泊 

（1 人あたり） 

40,000 円以上 20,000 円 14,000 円 6,000 円 

0 円～40,000 円未満 0 円～19,999 円 0 円～13,999 円 0 円～6,000 円 

日帰り 
20,000 円以上 10,000 円 7,000 円 3,000 円 

0 円～20,000 円未満 0 円～9,999 円 0 円～6,999 円 0 円～3,000 円 
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なお、給付金の交付額は配分された予算の範囲内での交付となります。 

（７） 給付金の給付方法別の期間

以下のとおり、給付方法により期間は異なります。 

【旅行業者等を通じた還付手続き又は旅行者直接による還付手続き】 

令和２年７月２２日以降に開始する旅行から令和２年８月３１日まで（宿泊の場合は９月１

日チェックアウト）の旅行については、旅行者が直接、又は事務局が指定する旅行業者等を

経由した申請により給付金の還付を受けることができます。 

旅行者による還付手続きについては、原則、本事業の対象商品に限ることとし、旅行者か

ら代金を受け取った参画事業者を通じて還付手続きを行ってください（還付は参画事業者に

配分された予算の範囲内で行う）。 

なお、旅行者が旅行代金を宿泊施設にて支払った場合、直接事務局に還付手続きを行うこ

ともできます。 

【参画事業者の割引のみの販売による給付】 

令和２年７月２７日以降、準備が整った事業者から、本事業の給付対象となる商品の割引販

売を開始します。割引販売を開始した旅行業者では、以降、還付対応の商品は販売されないこ

ととなります。割引のみの販売の対象となる期間は、地域共通クーポン券の配布が開始される

日の前日までとします。（地域共通クーポン券は９月以降に配布予定。配布を開始する日につ

いては後日改めて発表します。） 

【参画事業者の地域共通クーポン及び割引販売による給付】 

令和 2 年 9 月 1 日以降、準備が整った日から、地域共通クーポン付きの割引販売を開始し

ます。地域共通クーポン券の配布を開始する日については後日改めて発表します。（対象とな

る期間は令和 3 年 1 月３１日まで〔※当面〕を予定） 

２．本事業における各種手続きについて 

（１） 本事業における登録申請

本事業に参画するには、以下のいずれかの登録申請が必要となります。 

① 情報登録（宿泊事業者のみ）

給付金対象商品の対象施設になり、且つ、地域共通クーポン配布箇所になるための登録

② 給付枠申請（旅行業者等、宿泊事業者等） ※情報登録を含む

(ア) 給付金対象となる商品の提供及び給付枠の配分を受けるための申請

(イ) 宿泊施設からの委託を受け給付枠の配分を受けるための申請
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なお、新型コロナウイルス感染症対策への誓約等も含めます。ただし、同一の法人において複

数の申請はできません（資本関係や販売系列等で集約し申請することも可能です）。 

 

① 情報登録手続き 

【登録対象者】 

旅館業法第２条第１項に規定する旅館業（下宿営業を除く。）を営む施設、住宅宿泊事業

法第３条第１項の届出に係る住宅又は国家戦略特別区域法第１３条第１項の認定を受けた

事業を営む宿泊施設 

※ 後述２.（２）の申請者は、給付枠の申請を行うことで情報登録は完了します。 

 

【登録期間】 

第一期登録  令和 2 年７月２２日～令和 2 年７月２６日 

第二期登録  令和２年７月２７日～令和２年８月３１日 

 

【登録方法】 

(ア) Go To トラベル事業公式サイト（以下「公式サイト」という。）からの申請（７月３

１日オープン予定） 

(イ) 送付による申請（送付先は公式サイトにて掲載予定） 

※ 郵送・宅配等の場合は、配達状況の追跡ができる方法で送付してください。 

  なお、上記公式サイトの準備等が整うまでは、メール等での仮登録を行う予定です。 

 

 【登録に必要な書類】 

(ア)  情報登録申請書（様式第 4 号） 

(イ)  宿泊施設リスト（様式第５号） ※複数の宿泊施設を有する場合のみ 

(ウ)  新型コロナウイルス感染症対策取組宣言（様式第６号） 

(エ)  反社会勢力ではないことの表明・確約に関する同意書（様式第７号） 

(オ)  地域共通クーポン取扱いに関する同意書（様式第８号） 

(カ)  その他事務局が必要と認める書類 

 

② 給付枠申請手続き 

【申請対象者】 

（ア）上記（４）①の旅行事業者等 

（イ）上記（４）②の宿泊施設 

（ウ）宿泊施設が直接受けた予約記録及び実績の集約管理及び給付枠管理を独立して適正に

行える仕組みを有し、宿泊施設からの委託等を受けた第三者機関 
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【申請期間】 

（ア）仮枠申請  令和 2 年 7 月 22 日（火）～7 月 26 日（日） ※受領後、随時配分通知 

※ 仮枠申請をしている場合は、必ず第 1 期での申請が必要

（イ）第 1 期申請 令和 2 年 7 月 27 日（月）～8 月 3 日（月） ※8 月 10 日頃配分決定 

（ウ）第 2 期申請 令和 2 年 8 月 11 日（火）～8 月 21 日（金） ※8 月 31 日頃配分決定 

【申請方法】 

（ア）公式サイトからの申請（７月３１日オープン予定） 

（イ）送付による申請（送付先は公式サイトにて掲載予定） 

※ 郵送・宅配等の場合は、配達状況の追跡ができる方法で送付してください。

  なお、上記公式サイトの準備等が整うまで、当面の間はメールでの仮登録を行います。 

【申請に必要な書類】 

（ア）給付枠申請書（様式第９号の１又は２又は３） 

（イ）取扱実績報告書兼販売計画書（様式１０号） 

（ウ）宿泊施設リスト（様式第５号） ※複数の宿泊施設を有する場合のみ 

（エ）代理店リスト（様式第 11 号） ※旅行事業者で該当する場合のみ 

（オ）新型コロナウイルス感染症対策取組宣言（様式第６号の１又は２） 

（カ）反社会勢力ではないことの表明・確約に関する同意書（様式第７号） 

（キ）地域共通クーポン取扱いに関する同意書（様式第８号） 

（ク）口座確認書（様式第３号の２） 

（ケ）前号の指定口座通帳の写し 

（コ）その他事務局が必要と認める書類（直近の決算報告書等） 

※ 仮枠申請については、上記のうち(ア)(オ)(カ)のみとします。

（２） 給付枠割当額決定及び通知

申請事業者に対する給付枠割当額の決定は、以下の通り取り扱います。 

① 事務局は、上記（１）の仮枠申請があった場合、申請内容を審査し、観光庁と協議の上、

給付枠割当額を決定し、仮給付枠割当額通知書（様式第 12 号）により通知します。

② 事務局は、上記（１）登録申請内容を審査し、観光庁と協議の上、給付枠割当額（エリア

別・期間別を区分する場合がある）を決定し、給付枠割当額決定通知書（様式第 13 号）

により通知します。

③ 申請書類を審査した結果、参画事業者の指定を行わない場合には、不採択通知書（様式第

14 号）により通知します。
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 また、決定通知された給付枠割当額の変更については以下の通り取り扱います。 

① 決定通知後に、次に掲げる事由により参画事業者が給付枠割当額の変更及び中止をしよう

とする場合は、給付枠割当額変更・中止申請書（様式第 15 号）及び給付枠割当額変更計

画書（様式第 16 号）を事前に事務局に提出することとします。なお、給付枠決定通知後

2 ヵ月間は、給付枠の変更申請は受け付けません。 

（ア）給付枠割当額の変更がある場合 

（イ）事業を中止する場合 

② 事務局は、変更申請内容を審査の上、割引配分割当額に変更が生じるときは給付枠割当額

変更決定通知書（様式第 17 号）により、通知します。 

③ 事務局は、参画事業者の事業進捗状況を確認のうえ、給付枠割当額の増減額を給付枠割当

額変更決定通知書により、通知できます。 

 

（３） 割引販売における還付手続き 

令和 2 年 7 月 22 日以降に開始する旅行から令和 2 年 8 月 31 日までの利用分については、旅

行者が直接、又は事務局が指定する旅行事業者等を経由した申請により、給付金の還付を受ける

ことができます。 

旅行者による還付手続きについては、原則、本事業の対象商品に限ることとし、旅行者から代

金を受け取った参画事業者を通じて還付手続きを行います（還付は参画事業者に配分された予算

の範囲内で行います）。 

なお、旅行者が旅行代金を宿泊施設にて支払った場合、直接事務局に還付手続きを行うことも

できます。 

 

【旅行業者等を通じた還付手続き】 

旅行代金を旅行業者等に支払っている場合は、当該旅行業者等から旅行者に対して割引相当

分の金額を還付します。旅行者自らが当該旅行業者等に申し出た上で還付手続きを行います。

旅行業者等から申請や受領等に関する書類を求められる場合があります。 

なお、当該旅行業者等が事務局から参画事業者として指定されていない場合は、還付の対象

外となります。参画事業者は 7 月下旬から 8 月下旬の間に随時事務局から指定します（観光

庁ウェブサイト等で公表予定）。 

 

＜還付申請＞ 

 旅行業者等を通じた還付申請は、給付枠割当決定通知を受けた旅行業者等を通じて行うた

め、後述（４）の月次報告にて事務局に申請を行ってください。 
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【申請時に必要となる情報】 

①予約の内容を特定できるもの ②割引前の旅行代金 ③給付金による割引額

④割引後の支払額 ⑤旅行日程または旅行開始日

⑥旅行代金に含まれる宿泊日数 ⑦旅行代金に含まれる宿泊者数

⑧前各項目に掲げる情報のほか申請に係る宿泊の事実を確認するために必要な情報として

事務局が指定するもの

【旅行者自らが直接行う還付手続き（宿泊施設に直接支払っている場合）】 

宿泊代金を宿泊施設に直接支払った場合、旅行者自らが直接に事務局に対して還付手続きを

行うことができます。旅行者は宿泊施設へ依頼し、「宿泊証明書（氏名、宿泊日、宿泊人数が

記載されているもの）」及び「支払い内容がわかる書類（支払内訳書、支払内訳が記載された

領収証等）」を受領のうえ、事務局に還付申請を行ってください。 

なお、事務局から参画事業者として指定されていない宿泊施設及び参画事業者として指定さ

れていない事業者が運営する予約サイトを通じた宿泊予約で、現地にて宿泊代金を支払った場

合であっても、還付の対象外となります。 

＜旅行者が事務局に提出する書類＞ 

① 還付申請書（様式第 1 号）

② 支払内訳がわかる書類（支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等）

③ 宿泊証明書（氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの）

④ 口座確認書（旅行者用）（様式第 3 号の１） ※旅行者本人名義の口座番号であること

⑤ 前項目に掲げる書類のほか申請に係る旅行の事実を確認するために必要な書類として事

務局が指定するもの

※ 上記①②③⑤は同一名であることが必要です。

【還付申請期間】 

＜旅行事業者等を通じた還付手続き＞ 

後述（４）月次報告の期間参照 

※ 旅行事業者から旅行者への還付時期については、給付枠配分決定通知受領後に各旅行事

業者が任意で定めることができます。なお、令和 2 年 8 月１４日から令和 2 年 9 月１４

日まで対応できるようご協力ください。

＜旅行者自らが直接行う還付手続き＞ 

事務局による還付手続きの期間は、令和 2 年 8 月１４日から令和 2 年 9 月１４日までとし

ます。 

※ 還付には一定の期間を要します。
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※ 郵送・宅配等の場合は、配達状況の追跡ができる方法で行ってください。

【申請書類入手方法】 

  観光庁ウェブサイトより取得〔※当面〕 

※準備が整い次第、Go To トラベル事業公式サイトより取得

URL：現在調整中（観光庁ホームページにて発表予定） 

【申請書類の送付先】 

Go To トラベルキャンペーン事務局 宛 

住  所：現在調整中（観光庁ウェブサイトにて発表予定） 

電話番号：現在調整中（観光庁ウェブサイトにて発表予定） 

（４） 月次報告・実績報告の期間・方法

給付枠割当決定通知を受け、参画事業者は、給付金の給付を受けるため、以下の報告を行ってく

ださい。 

【月次報告】 

① 参画事業者は、毎月末時点で全ての事業が完了していない場合、当月１日から末日までの

実績について翌月 15 日までに、次の書類を事務局へ提出してください。なお、実績が無

い場合においても毎月提出が必要です。

(ア) 月次報告書（様式第 18 号）

(イ) 実績内訳シート（様式第 19 号の１及び２） ※割引用と還付用がある

(ウ) 前項目に掲げる書類のほか、必要な書類として事務局が求めるもの

② 参画事業者は、月次報告にあわせて月次請求書（様式第 20 号）を提出することができま

す。

③ 事務局は、給付金の請求があった場合は、内容を審査の上、適正な内容であると確認した

日から、30 日以内に参画事業者の指定口座に給付金を振り込みます。

【完了報告】 

① 参画事業者は、当該事業が完了したときは、完了報告書等を令和３年 2 月末日までに事務

局に提出してください。但し、修学旅行取扱事業者は後日事務局より取扱いについて公式

サイト等により発表します。

② 実績報告は次の書類の提出が必要です。

(ア) 完了報告書（様式第 21 号）

(イ) その他事務局が必要と認めるもの

※ 上記とは別に、販売進捗状況の報告を定期的に求めることがあります。
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（５） 給付金の給付条件 

給付金の給付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとします。 

① 本要領の規定に従うこと。 

② 参画事業者は、Go To トラベル事業に係る経費について、帳簿及びすべての証拠書類を備

え、他の経費と明確に区分して整理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければな

らない。 

③ 参画事業者は、Go To トラベル事業に関する帳簿及び証拠書類を整備し、給付金の交付を受

けた年度の翌年度から５年間保管しておくこと。 

 

（６） 状況報告及び調査 

 事務局は、必要に応じて参画事業者から報告を求め、立入等の調査を行うことができます。 

 

（７） 給付金の取り消し 

① 事務局は、参画事業者がこの要領の規定に違反した場合や不正な申請を行った場合は、参画

事業者としての指定を取り消すとともに、事業者名を公表し、給付金の交付決定の全部又は

一部を取り消すことができます。 

② 前項の規定は、給付金を給付した後においても適用します。 

 

（８） 給付金の返還 

① 事務局は、給付金の給付の決定を取り消した場合において、対象事業の当該取消しに係る部

分に関し、その返還を命じます。 

② 前項の命令を受けた参画事業者は、事務局が指定する期日までに、直ちに給付金を返還しな

ければなりません。 

 
 

３．その他 

（１） 不正利用の防止 

参画事業者は、不正利用防止のために、不正利用を極力排除するための措置を講じてくださ

い。 
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（２） その他

① 給付金の対象となる商品の販売に際しては、本事業の対象となっている商品であることを

明らかにした上で、割引前の販売価格（税及びサービス料を含む。以下同じ。）及び割引

を受けた後の支払額と併せ、給付金の割引額にあたる金額を明記してください。

② 給付対象商品に規定する中で、次の各号のいずれかに該当するものは、対象外とします。

(ア) 新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、観光庁が特定の地域及び期間について本事業

の実施を取りやめることとした場合における該当地域及び期間の商品

(イ) 本事業以外の国又は地方自治体の補助金等による助成を受けている場合で、本事業によ

る給付金額との合計が販売価格を超えるもの（国又は地方自治体の支援が重複するも

の）

(ウ) 施設や旅行を予約したが、実際には利用しないいわゆる「ノーショウ」と呼ばれる行為

(エ) 行程に国外の地域が含まれるもの

(オ) その他、事務局が不適当と認めるもの

４．お問い合わせ先 

Go To トラベル事業 仮設コールセンター 

※7 月末日まで（8 月に正式設置されるコールセンターについては公式サイトにて発表）

営業時間：１０：００～１７：００ 

TEL：０３-３５４８-０５２５（土日祝は休み） 

TEL：０３-３５４８-０５３１（７月２１日から 7 月３１日まで毎日受付） 

※この取扱要領の内容は、今後の感染状況や、感染症の専門家のご意見、政府の全体方針等を

踏まえて変更することがあります。


